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高
知
県
労
働
委
員
会
は
、労
働

相
談
に
よ
り
職
場
の
お
悩
み
解
決

の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。

　　
「
突
然
解
雇
さ
れ
た
」、「
残
業
代

が
支
払
わ
れ
な
い
」と
い
っ
た
お
悩

み
に
対
し
、
解
決
に
有
効
な
情
報

提
供
を
行
い
ま
す
。費
用
は
無
料
、

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の
で
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
電
話
相
談
・
問
い
合
わ
せ　

　　

高
知
県
労
働
委
員
会
事
務
局
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※
月
〜
金
曜
日（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

８
時
30
分
〜
17
時
15
分
受
付
け

■
メ
ー
ル

　　http
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.htm
l

　
　
こ
れ
ま
で
、「
青
年
等
の
就
農
促

進
の
た
め
の
資
金
の
貸
付
等
に
関

す
る
特
別
措
置
法
」に
基
づ
き
県

が
認
定
し
て
い
た
制
度
で
し
た
が
、

10
月
１
日
か
ら
「
農
業
経
営
基
盤

強
化
促
進
法
」に
基
づ
く
、
市
町

村
が
認
定
す
る
制
度
に
変
わ
り
ま

し
た
。

■
認
定
新
規
就
農
者
制
度
と
は

　　

新
た
に
農
業
を
始
め
る
方
が
作

成
す
る
青
年
就
農
計
画
を
市
町
村

が
認
定
し
、
認
定
を
受
け
た
新
規

就
農
者
に
対
し
て
重
点
的
に
支
援

を
し
て
い
く
も
の
で
す
。

■
対
象

　

①
青
年
（
原
則
18
歳
以
上
45
歳

未
満
）

　

②
特
定
の
知
識
・
技
能
を
有
す

る
中
高
年
齢
者
（
45
歳
以
上
65
歳

未
満
）

　

③
右
記
の
人
が
役
員
の
過
半
数

を
占
め
る
法
人

※
農
業
経
営
を
開
始
し
て
一
定
の
期
間（
５

年
）を
経
過
し
な
い
人
を
含
み
ま
す
。た
だ

し
、認
定
農
業
者
は
含
み
ま
せ
ん

■
主
な
認
定
基
準

　

①
そ
の
計
画
が
市
町
村
の
基
本

構
想
に
照
ら
し
て
適
切
で
あ
る
こ
と

　

②
そ
の
計
画
が
達
成
さ
れ
る
見

込
み
が
確
実
で
あ
る
こ
と

　

③
年
間
従
事
日
数
が
150
日
以
上

見
込
ま
れ
る
も
の

■
問
い
合
わ
せ　

市
役
所
農
林
課

　
　

26
年
10
月
か
ら
定
期
予
防
接

種
と
な
り
、
実
施
方
法
が
変
更
し

ま
し
た
。
該
当
す
る
人
に
は
予
診

票
を
郵
送
し
ま
す
。
予
診
票
が
な

い
と
接
種
で
き
ま
せ
ん
の
で
、ご
注

意
く
だ
さ
い
。

■
対
象

　
　

香
南
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、

接
種
日
ま
で
に
１
回
も
接
種
し
た

こ
と
が
な
い
人
で
、

　
●　

26
年
度
か
ら
30
年
度
ま
で
は
当

該
年
度
中
に
65
歳
、７０
歳
、75
歳
、

80
歳
、
８５
歳
、
90
歳
、
95
歳
、
100
歳

と
な
る
人
。

※
な
お
、26
年
度
の
み
101
歳
以
上
の
人
も
対

象
と
な
り
、31
年
度
以
降
は
65
歳
の
人
の
み

が
対
象
と
な
り
ま
す

　
●　

60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人
で
、

心
臓
、腎
臓
、呼
吸
器
の
機
能
に
自

己
の
身
辺
の
日
常
生
活
が
極
度
に

制
限
さ
れ
る
障
害
が
あ
る
人
お
よ

び
、ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ

り
免
疫
の
機
能
に
日
常
生
活
が
ほ

と
ん
ど
不
可
能
な
障
害
が
あ
る
人

（
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
相
当
）

■
実
施
期
間　

10
月
１
日
（
水
）
〜

27
年
３
月
31
日（
火
）

※
た
だ
し
、医
療
機
関
の
休
診
日
は
除
く

■
実
施
場
所

　　

高
知
県
内
の
委
託
医
療
機
関

　　

事
前
に
希
望
す
る
医
療
機
関
に

問
い
合
わ
せ
、
接
種
日
等
を
確
認

し
、
健
康
保
険
証
・
身
体
障
害
者

手
帳
等
対
象
者
で
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
も
の
を
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。

■
接
種
回
数　

1
回
の
み

■
接
種
料
金（
自
己
負
担
金
）

　　
２
，０
０
０
円

◎
自
己
負
担
金
の
免
除
に
つ
い
て

　　

生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
人

は
、
自
己
負
担
金
の
免
除
制
度
が

あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
接
種
前
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
免
除
申
請
は
原
則
、本
人
ま
た
は
本
人

か
ら
委
任
を
受
け
た
同
一
世
帯
に
属
す
る

人
と
し
ま
す

■
必
要
な
物　

印
鑑

■
申
請
窓
口

　
●　

市
福
祉
事
務
所

　
●　

市
役
所
健
康
対
策
課

　
●　

各
支
所

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
健
康
対
策
課

　
　

あ
な
た
の
会
社
は
、
年
次
有
給

休
暇
が
取
り
に
く
く
な
っ
て
い
ま
せ

ん
か
。

　
　

全
体
の
約
３
分
の
２
の
労
働
者

は
、
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
に
た

め
ら
い
を
感
じ
て
い
ま
す
。仕
事
と

生
活
の
調
和（
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ

ラ
ン
ス
）の
た
め
に
、
休
暇
取
得
に

向
け
た
環
境
づ
く
り
に
取
り
組
み

ま
し
ょ
う
。ま
た
、年
次
有
給
休
暇

の
計
画
的
付
与
制
度
を
活
用
し
ま

し
ょ
う
。

※
年
次
有
給
休
暇
の
計
画
的
付
与
制
度
…

年
次
有
給
休
暇
の
付
与
日
数
の
う
ち
、５
日

を
除
い
た
残
り
の
日
数
に
つ
い
て
は
、労
使

協
定
を
結
べ
ば
計
画
的
に
休
暇
取
得
日
を

割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
。こ
の
制
度

を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、年
次
有
給
休

暇
が
取
り
や
す
く
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す

■
問
い
合
わ
せ

　　
高
知
労
働
局
労
働
基
準
部
監
督
課
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土
地
は
、
地
域
全
体
の
住
み
や

す
さ
や
自
然
環
境
と
の
調
和
な
ど

を
考
え
て
、適
正
に
利
用
す
る
こ
と

が
大
切
で
す
。

　
　

そ
の
た
め
国
土
利
用
計
画
法
で

は
、
一
定
規
模
以
上
の
土
地
取
り

引
き
に
つ
い
て
は
、土
地
の
権
利
取

得
者
（
買
主
な
ど
）が
、
契
約
後
２

週
間
以
内
に
、
土
地
の
利
用
目
的

や
取
引
価
格
等
を
土
地
の
所
在
す

る
市
町
村
を
経
由
し
て
県
に
届
け

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

■
届
け
出
の
必
要
な
取
り
引
き

　
●　

売
買
、交
換　
●　

営
業
譲
渡　
●　

譲

渡
担
保　
●　

代
物
弁
済　
●　

共
有
持

分
の
譲
渡　
●　

地
上
権
・
賃
借
権
の

設
定
・
譲
渡　
●　

予
約
完
結
権
・
買

戻
権
な
ど
の
譲
渡　
●　

信
託
受
益
権

の
譲
渡　
●　

地
位
譲
渡

■
取
り
引
き
の
規
模（
面
積
）

　
●　

都
市
計
画
区
域
…

　　　　　　　　　　　　
５
，０
０
０
㎡
以
上

　
●　

都
市
計
画
区
域
以
外
の
区
域
…

　　　　　　　　　　
　

１
０
，０
０
０
㎡
以
上

■
一
団
の
土
地
取
り
引
き
に
つ
い

て
も
届
け
出
が
必
要

※
一
団
の
土
地
と
は
、土
地
利
用
上
、現
に

一
体
の
土
地
を
形
成
し
て
い
る
、ま
た
は
一

体
と
し
て
の
利
用
が
可
能
な
ひ
と
ま
と
ま

り
の
土
地
で
、か
つ
、権
利
取
得
者
が
、一
連

の
計
画
の
下
に
、土
地
に
関
す
る
権
利
の
移

転
ま
た
は
設
定
を
行
う
そ
の
土
地
が
面
積

要
件
を
満
た
し
て
い
る
も
の
を
い
い
ま
す

■
届
け
出
方
法

　　

契
約
者
名
、契
約
日
、土
地
の
面

積
、
利
用
目
的
な
ど
を
記
入
し
た

届
け
出
書
に
必
要
書
類
を
添
え

て
、建
設
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
必
要
書
類

　
　

土
地
取
り
引
き
に
か
か
る
契
約

書
、
土
地
の
位
置
が
分
か
る
地
形

図
、
土
地
の
形
状
を
明
ら
か
に
し

た
図
面（
公
図
）な
ど

■
届
け
出
期
限

　　

契
約
締
結
日
を
含
め
て
２
週
間

以
内

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
建
設
課

　　

合
併
処
理
浄
化
槽
は
ト
イ
レ
の

水
洗
化
で
快
適
な
生
活
が
楽
し
め

る
だ
け
で
な
く
、き
れ
い
な
水
を
川

な
ど
の
自
然
に
帰
し
、
美
し
く
豊

か
な
自
然
を
守
り
ま
す
。
平
成
13

年
４
月
か
ら
は
、
単
独
処
理
浄
化

槽
の
新
設
が
原
則
禁
止
さ
れ
、
地

球
に
や
さ
し
い
合
併
処
理
浄
化
槽

の
設
置
が
す
す
ん
で
い
ま
す
。

　　

浄
化
槽
は
下
水
道
と
同
程
度
の

汚
水
処
理
性
能
を
持
つ
も
の
で
す

が
、
正
し
い
使
い
方
と
適
正
な
維

持
管
理
が
な
さ
れ
な
い
と
、
本
来

の
機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
合
併
処
理
浄
化

槽
の
普
及
促
進
を
図
り
、
保
守
点

検
・
清
掃
・
法
定
検
査
を
き
ち
ん
と

行
っ
て
、高
知
県
の
美
し
い
自
然
を

み
ん
な
で
守
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

▼
保
守
点
検
は
定
期
的
に
行
う
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。専

門
知
識
を
持
つ
資
格
の
あ
る
業
者

へ
の
委
託
を
お
勧
め
し
ま
す
。

▼
清
掃
は
年
１
回
以
上
の
実
施
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
市
町

村
長
の
許
可
を
受
け
た
業
者
に
頼

み
ま
し
ょ
う
。

▼
法
定
検
査
は
、
浄
化
槽
の
機
能

が
十
分
発
揮
さ
れ
て
い
る
か
確
認

す
る
大
変
重
要
な
検
査
で
す
。年
１

回
必
ず
指
定
検
査
機
関
で
受
け
る

こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

最
近
、香
南
市
に
引
っ
越
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
ゴ
ミ
の
分
別
が
難
し
い
か
な
と
不
安
で
し
た
が
、冊
子
が
分
か
り
や
す
く
安
心
し
ま
し
た
。分
別
に
力
を
い
れ
て
る
様
子
が
　

↓（
左
ペ
ー
ジ
へ
）

広

報

へ

の

ご

意

見

↓
　

よ
く
伝
わ
り
ま
し
た
！
こ
う
な
ん
Ｎ
Ｏ
Ｗ
が
所
定
の
場
所
に
取
り
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
残
念
で
す
。
各
家
庭
に
配
布
し
て
る
市
町
村
も
多
い
の
で
今
後
に
期
待
し
ま
す
！

広

報

へ

の

ご

意

見

■
指
定
検
査
機
関

　　

県
環
境
検
査
セ
ン
タ
ー
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■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
上
下
水
道
課

　　
こ
の
週
間
は
、住
民
の
皆
さ
ん
に

建
築
基
準
法
の
目
的
等
に
つ
い
て

知
っ
て
い
た
だ
き
、違
反
建
築
の
防

止
を
図
る
と
と
も
に
、
建
築
に
関

す
る
取
り
組
み
を
行
う
こ
と
に
よ

り
建
築
物
の
安
全
性
の
確
保
と
良

好
な
住
環
境
を
つ
く
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
全
国
的
に
行
っ
て
い
る
も

の
で
す
。

◆
建
築
確
認
申
請
の
手
続
き
は

　　

着
工
前
に
！

　
　

都
市
計
画
区
域
内（
野
市
町
全

域
・
香
我
美
町
お
よ
び
夜
須
町
の

一
部
）で
建
築
物
を
新
築
ま
た
は

10
㎡
を
超
え
る
増
築
を
す
る
場

合
、
着
工
前
に
建
築
確
認
申
請
を

提
出
し
確
認
済
証
の
交
付
を
受
け

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　　

ま
た
、都
市
計
画
区
域
外（
吉
川

町
お
よ
び
赤
岡
町
全
域
・
香
我
美

町
お
よ
び
夜
須
町
の
一
部
）で
も

一
定
の
建
物
を
除
き
、
建
築
確
認

申
請
の
提
出
が
必
要
で
す
の
で
、

事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
建
設
課

 　

 

10
月
は
年
次
有
給
休
暇

 　

 

取
得
促
進
期
間
で
す

O
その他その他

o t h e r s

認
定
新
規
就
農
者
制
度

A
農 業

agriculture

農 業

S
高齢者高齢者

senior citizen

　　

高
齢
者
肺
炎
球
菌
感
染
症

　　

予
防
接
種
が
変
わ
り
ま
し
た

C
相 談

counseling

相 談
　１０月３１日（金）です。
　期限内の納付をお願いします。

平成２６年度

市 県 民 税

国民健康保険

第３期

第４期
の納期限は

労
使
間
ト
ラ
ブ
ル
に
関
す
る

「
労
働
相
談
」
と
「
あ
っ
せ
ん
」

問い合わせ／市役所健康対策課

　　生活保護を受けている人は自己負担金の免除制

度がありますので、必ず接種前に申請してください。

●申請窓口
　・福祉事務所（のいちふれあいセンター）

　・健康対策課（赤岡保健センター）

　・各支所

●必要な物　印鑑

※免除申請は原則、本人または本人から委任を受
　けた同一世帯に属する人とします

■対象　　香南市に住民登録があり、接種日に

①６５歳以上の人

②６０歳以上６５歳未満の人で、心臓、腎臓、呼吸器の

　　機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限される

　　程度の障害がある人および、ヒト免疫不全ウイルスに

　　より免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度

　　の障害がある人（身体障害者手帳１級相当）

■実施期間　　10月1日（水）～12月31日（水）
　※ただし医療機関の休診日は除く

■実施場所　　高知県内の委託医療機関

　　事前に希望する医療機関に問い合わせ、接種日等

を確認し、健康保険証・身体障害者手帳等対象者で

あることが確認できるものを持参してください。

■接種回数　　1回のみ

■接種料金（自己負担金）　　1,000円

高齢者インフルエンザ定期予防接種
のお知らせ

自己負担金の免除について

１０
月
１
日
は
浄
化
槽
の
日

　
１０
月
１５
日
〜
２１
日
は

　
違
反
建
築
防
止
週
間
で
す
！

１０
月
は
土
地
月
間
で
す

17２０１４.１０ 16 ２０１４.１０


